
  

一 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新

旧
対
照
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○ 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
及
び
実
施
す
る
措
置
等
に

関
す
る
情
報
の
公
表
） 

第
四
十
四
条
の
二 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
医
療
機
関
と
の
協
定
の
締
結
等
） 

第
四
十
四
条
の
二
の
二 

都
道
府
県
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染

症
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
医
療
機
関
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該

感
染
症
の
ま
ん
延
の
状
況
に
応
じ
た
当
該
感
染
症
の
患
者
を
入
院
さ

せ
る
た
め
の
病
床
の
数
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
当
該
感
染
症
に
係

る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た

協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
前
項
の
協
定
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
、
医
療

機
関
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
と
の
協
議
の
場
を
設
け
、
こ
れ
ら
の
者
に

対
し
、
当
該
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

都
道
府
県
は
、
第
一
項
の
協
定
を
締
結
し
た
医
療
機
関
に
対
し
、
政

 

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
発
生
及
び
実
施
す
る
措
置
等
に

関
す
る
情
報
の
公
表
） 

第
四
十
四
条
の
二 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

          



  

二 

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
協
定
の
履
行
に
先
立
っ
て
、
そ
の

履
行
に
よ
っ
て
生
ず
る
医
療
機
関
の
支
出
の
増
加
又
は
収
入
の
減
少

の
見
込
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
額
の
協
力
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
協
力
金
の
支
給
を
受
け
た
医
療
機
関
が
正
当
な
理
由
な
く

第
一
項
の
協
定
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
都
道
府

県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
し

た
協
力
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
報
告
又
は
協
力
） 

第
四
十
四
条
の
三 

〔
略
〕 

２
～
７ 

〔
略
〕 

  

（
健
康
状
態
の
観
察
等
） 

第
四
十
四
条
の
三
の
二 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
報
告
を
踏
ま
え
つ

つ
、
必
要
に
応
じ
て
相
談
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
健
康
状
態
の
観
察

を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
病
状

が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
速
や
か
に
必
要
な
医
療
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
体
制
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

           

（
感
染
を
防
止
す
る
た
め
の
報
告
又
は
協
力
） 

第
四
十
四
条
の
三 

〔
略
〕 

２
～
７ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

     



  

三 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
健
康
状
態
の
観
察
に
関
す
る

事
務
を
医
療
機
関
等
と
協
力
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
医
療
機
関
等
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
協
力
に
係
る
事
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
そ
の

他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
協
力
金
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。 

  

（
都
道
府
県
の
支
弁
す
べ
き
費
用
） 

第
五
十
八
条 

都
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一
～
十
二 

〔
略
〕 

 

十
三 

第
四
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
又
は
第
四
十
四
条
の
三
の
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
力
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用 

 

十
四
・
十
五 

〔
略
〕 

  

（
国
の
負
担
） 

第
六
十
一
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

国
は
、
第
五
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
並
び

に
第
五
十
九
条
の
費
用
に
対
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。 

        

（
都
道
府
県
の
支
弁
す
べ
き
費
用
） 

第
五
十
八
条 

〔
同
上
〕 

  

一
～
十
二 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

  

十
三
・
十
四 

〔
略
〕 

  

（
国
の
負
担
） 

第
六
十
一
条 

〔
略
〕 

２ 
〔
略
〕 

３ 

国
は
、
第
五
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
並
び

に
第
五
十
九
条
の
費
用
に
対
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。 



  

四 

  
（
国
の
補
助
） 

第
六
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

国
は
、
第
五
十
八
条
第
十
三
号
の
費
用
に
対
し
て
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
・
４ 

〔
略
〕 

  

（
保
健
所
設
置
市
等
） 

第
六
十
四
条 

保
健
所
設
置
市
等
に
あ
っ
て
は
、
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で

の
規
定
（
第
二
十
二
条
の
三
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五

項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
同
条
第
二
項
、
第
八
項
及
び
第

九
項
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
結
核
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
四
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
（
結
核
指

定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
四
条
の
二
の
二
（
都
道

府
県
の
権
限
に
属
す
る
事
項
を
定
め
た
協
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
四
条
の
三
第
七
項
（
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
八
条
の
三
、
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
、

第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第
五
十
六
条
の
二
十
七
第
七
項
、
第
五
十

八
条
第
十
三
号
（
都
道
府
県
の
権
限
に
属
す
る
事
項
を
定
め
た
協
定
に

係
る
協
力
金
が
支
給
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
協
力
金
の
支
給
に

  

（
国
の
補
助
） 

第
六
十
二
条 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

  

２
・
３ 

〔
略
〕 

  

（
保
健
所
設
置
市
等
） 

第
六
十
四
条 

保
健
所
設
置
市
等
に
あ
っ
て
は
、
第
四
章
か
ら
前
章
ま
で

の
規
定
（
第
二
十
二
条
の
三
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五

項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
（
同
条
第
二
項
、
第
八
項
及
び
第

九
項
の
規
定
に
あ
っ
て
は
、
結
核
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
四
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
（
結
核
指

定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
四
条
の
三
第
七
項
（
第

五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
八

条
の
三
、
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
、
第

五
十
六
条
の
二
十
七
第
七
項
並
び
に
第
六
十
条
を
除
く
。
）
及
び
前
条

中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
保
健
所
設
置
市
等
の
長
」
と
、

「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
保
健
所
設
置
市
等
」
と
す
る
。 

 



  

五 

要
す
る
費
用
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
六
十
条
を
除
く
。
）
及

び
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
保
健
所
設
置
市
等
の
長
」

と
、
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
保
健
所
設
置
市
等
」
と
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
事
務
の
区
分
） 

第
六
十
五
条
の
二 

第
三
章
（
第
十
二
条
第
六
項
、
同
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

十
四
条
、
第
十
四
条
の
二
並
び
に
第
十
六
条
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第

十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
七
項
並
び
に

第
二
十
条
第
六
項
及
び
第
八
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の

二
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
六
条
の
四
、
第
三
十

二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医

療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九

項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
、
第
四
十
四
条
の
三
の
二
、

第
四
十
四
条
の
五
、
第
八
章
（
第
四
十
六
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第

五
十
条
第
十
項
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第

   

２ 

〔
略
〕 

  

（
事
務
の
区
分
） 

第
六
十
五
条
の
二 

第
三
章
（
第
十
二
条
第
六
項
、
同
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

十
四
条
、
第
十
四
条
の
二
並
び
に
第
十
六
条
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第

十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
七
項
並
び
に

第
二
十
条
第
六
項
及
び
第
八
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の

二
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
六
条
の
四
、
第
三
十

二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医

療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九

項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十

四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
、
第
四
十
四
条
の
五
、
第
八

章
（
第
四
十
六
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
条
第
十
項
、
同
条
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す



  

六 

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
条
の
二

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
か
ら
第
六
項

ま
で
並
び
に
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
章
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
保
健
所
設

置
市
等
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託

事
務
と
す
る
。 

る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十

章
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
保
健
所
設
置
市
等
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

 

 
 

  
 



  

七 

〇 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章
・
第
二
章 

〔
略
〕 

 

第
三
章 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
（
第
十

四
条
―
第
三
十
一
条
の
三
の
三
） 

 

第
三
章
の
二
～
第
七
章 
〔
略
〕 

 

附
則 

  

（
政
府
対
策
本
部
の
組
織
） 

第
十
六
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

政
府
対
策
本
部
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
副
本
部
長
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
第
四
項
に
お
い
て
「
政
府
対
策
副
本
部
長
」

と
い
う
。
）
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
員
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
政
府
対
策
本
部
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。 

４
～

 

〔
略
〕 

  

（
政
府
対
策
本
部
の
所
掌
事
務
） 

第
十
七
条 

政
府
対
策
本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

〔
略
〕 

目
次 

 

第
一
章
・
第
二
章 

〔
略
〕 

 

第
三
章 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
（
第
十

四
条
―
第
三
十
一
条
の
三
） 

 

第
三
章
の
二
～
第
七
章 

〔
略
〕 

 

附
則 

  

（
政
府
対
策
本
部
の
組
織
） 

第
十
六
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

政
府
対
策
本
部
に
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
副
本
部
長
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
「
政
府
対
策
副
本
部
長
」

と
い
う
。
）
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
員
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
政
府
対
策
本
部
員
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。 

４
～

 

〔
略
〕 

  

（
政
府
対
策
本
部
の
所
掌
事
務
） 

第
十
七
条 
〔
同
上
〕 

 

一 

〔
略
〕 



  

八 

 
二 

第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
一
条
の
三
の
二
第
二

項
、
第
三
十
一
条
の
五
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

政
府
対
策
本
部
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務 

 

三 

〔
略
〕 

 

（
政
府
対
策
本
部
長
の
権
限
） 

第
二
十
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
第
一
項
の
総
合
調
整
を
行
う
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
全

部
又
は
一
部
を
政
府
対
策
副
本
部
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

〔
略
〕 

 

（
都
道
府
県
対
策
本
部
長
の
権
限
） 

第
二
十
四
条 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関

（
第
七
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
関
係
市
町
村
長
等
」

と
い
う
。
）
又
は
関
係
指
定
公
共
機
関
若
し
く
は
指
定
地
方
公
共
機
関

 

二 

第
二
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
五
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
政
府
対
策
本
部
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務 

  

三 

〔
略
〕 

 

（
政
府
対
策
本
部
長
の
権
限
） 

第
二
十
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

   

３ 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
全
部
又
は
一

部
を
政
府
対
策
副
本
部
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

〔
略
〕 

 

（
都
道
府
県
対
策
本
部
長
の
権
限
） 

第
二
十
四
条 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
関
係
市
町
村
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関

（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
「
関
係
市
町
村
長
等
」
と
い
う
。
）
又

は
関
係
指
定
公
共
機
関
若
し
く
は
指
定
地
方
公
共
機
関
は
、
当
該
関
係



  

九 

は
、
当
該
関
係
市
町
村
又
は
関
係
指
定
公
共
機
関
若
し
く
は
指
定
地
方

公
共
機
関
が
実
施
す
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
に
関
し
て
都
道
府
県
対
策
本
部
長
が
行
う
総
合
調

整
に
関
し
、
当
該
都
道
府
県
対
策
本
部
長
に
対
し
て
意
見
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
６ 

〔
略
〕 

７ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
対
策
本
部
長
は
、
第
一
項

の
総
合
調
整
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
市
町

村
長
等
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

８
～

 

〔
略
〕 

  

（
医
療
等
の
実
施
の
要
請
等
） 

第
三
十
一
条 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
関
係
者
の
う
ち
病

院
そ
の
他
の
医
療
機
関
の
管
理
者
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六

十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
患
者
等
に
対
す
る
医

療
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
管
理
者
に
対
し
、
患
者
等
に
対
す
る
医
療
を
行
う
た
め

市
町
村
又
は
関
係
指
定
公
共
機
関
若
し
く
は
指
定
地
方
公
共
機
関
が

実
施
す
る
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
に
関
し
て
都
道
府
県
対
策
本
部
長
が
行
う
総
合
調
整
に
関
し
、
当

該
都
道
府
県
対
策
本
部
長
に
対
し
て
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３
～
６ 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

    

７
～
９ 

〔
略
〕 

 

（
医
療
等
の
実
施
の
要
請
等
） 

第
三
十
一
条 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

    



  

一
〇 

の
設
備
、
人
員
等
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
管
理
者
の
管
理
に
係
る
医

療
機
関
の
設
備
、
人
員
等
の
配
置
を
変
更
す
る
こ
と
そ
の
他
患
者
等
に

対
す
る
医
療
を
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
に
患
者
等
に
対

す
る
医
療
を
行
う
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
と
き
は
、
患
者
等
に
対
す
る

医
療
を
確
実
に
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、

当
該
管
理
者
に
対
し
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

８ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
に
第
六
項
の
措

置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
し
、
又
は
当
該
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示

す
る
と
き
は
、
当
該
管
理
者
に
対
し
適
切
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解

を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
臨
時
の
医
療
施
設
を
開
設
す
る
た
め
の
土
地
等
の
使
用
） 

第
三
十
一
条
の
三 

〔
略
〕 

  

（
他
の
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
医
療
の
提
供
の
要
請
） 

第
三
十
一
条
の
三
の
二 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内

に
お
い
て
病
院
そ
の
他
の
医
療
機
関
又
は
医
療
関
係
者
が
不
足
し
、
患

者
等
に
対
す
る
医
療
の
提
供
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場

    

〔
新
設
〕 

    

〔
新
設
〕 

     

（
臨
時
の
医
療
施
設
を
開
設
す
る
た
め
の
土
地
等
の
使
用
） 

第
三
十
一
条
の
三 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

  



  

一
一 

合
に
は
、
政
府
対
策
本
部
長
に
対
し
、
当
該
区
域
内
に
お
い
て
医
療
の

提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ

れ
の
あ
る
患
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
患
者
等
」
と
い
う
。
）

が
必
要
な
医
療
の
提
供
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
他
の
都

道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
病
院
そ
の
他

の
医
療
機
関
に
お
け
る
医
療
の
提
供
、
医
療
関
係
者
の
派
遣
、
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
の
実
施
そ
の
他
の
特
定
患
者
等
に
対
す
る
医
療
の
提
供
の

た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
よ
う
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発
生
の

状
況
、
医
療
の
提
供
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
て
同
項
の
措
置

を
と
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
都
道
府
県
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
し
た
都
道
府

県
知
事
及
び
当
該
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

                     



  

一
二 

  
（
物
資
の
確
保
等
） 

第
三
十
一
条
の
三
の
三 

国
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
係
る
検
査

の
実
施
、
診
断
、
治
療
及
び
感
染
の
防
止
に
必
要
な
医
薬
品
、
医
療
機

器
そ
の
他
の
物
資
に
つ
い
て
、
国
の
内
外
に
お
け
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
の
患
者
の
病
状
、
数
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
発

生
及
び
ま
ん
延
の
状
況
に
照
ら
し
て
必
要
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

る
数
量
を
、
当
該
状
況
の
推
移
に
即
し
て
機
動
的
に
確
保
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
物
資
が
地
方
公
共
団
体
等
に
適
時
か
つ
適
切
に
配
分
さ

れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
政
府
対
策
本
部
長
の
指
示
） 

第
三
十
一
条
の
五 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

態
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
総
合
調
整
に
基
づ
く
所
要
の
措
置

が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を

的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
都
道
府
県
（
そ
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
が
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
あ
る
都
道
府
県

に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
知
事
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
五

  

〔
新
設
〕 

        

（
政
府
対
策
本
部
長
の
指
示
） 

第
三
十
一
条
の
五 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

態
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
総
合
調
整
に
基
づ
く
所
要
の
措
置

が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を

的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
都
道
府
県
（
そ
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
が
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
域
内
に
あ
る
都
道
府
県

に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
知
事
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四



  

一
三 

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

  

（
政
府
対
策
本
部
長
及
び
都
道
府
県
対
策
本
部
長
の
指
示
） 

第
三
十
三
条 
政
府
対
策
本
部
長
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
総
合
調
整
に
基
づ
く
所
要
の
措
置

が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を

的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
行
政
機
関
の
長
及
び
指
定
地

方
行
政
機
関
の
長
並
び
に
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ

れ
た
当
該
指
定
行
政
機
関
の
職
員
及
び
当
該
指
定
地
方
行
政
機
関
の

職
員
、
都
道
府
県
知
事
等
並
び
に
指
定
公
共
機
関
に
対
し
、
必
要
な
指

示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

（
協
力
金
の
支
給
） 

第
六
十
三
条
の
二 

都
道
府
県
は
、
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

要
請
に
応
じ
、
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
っ
た
管
理

者
の
管
理
に
係
る
医
療
機
関
に
対
し
、
当
該
要
請
に
応
じ
、
又
は
当
該

指
示
に
従
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
医
療
機
関
の
支
出
の
増
加
又

は
収
入
の
減
少
の
見
込
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

  

（
政
府
対
策
本
部
長
及
び
都
道
府
県
対
策
本
部
長
の
指
示
） 

第
三
十
三
条 

政
府
対
策
本
部
長
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
の
総
合
調
整
に
基
づ
く
所
要
の
措
置

が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
を

的
確
か
つ
迅
速
に
実
施
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
行
政
機
関
の
長
及
び
指
定
地

方
行
政
機
関
の
長
並
び
に
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
さ

れ
た
当
該
指
定
行
政
機
関
の
職
員
及
び
当
該
指
定
地
方
行
政
機
関
の

職
員
、
都
道
府
県
知
事
等
並
び
に
指
定
公
共
機
関
に
対
し
、
必
要
な
指

示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
十
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

  

〔
新
設
〕 

    



  

一
四 

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
協
力
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
事
業
者
に
対
す
る
支
援
等
） 

第
六
十
三
条
の
三 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

（
国
の
財
政
上
の
措
置
等
） 

第
七
十
条 

〔
略
〕 

２ 

国
は
、
前
条
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
六
十
三
条
の
二

に
規
定
す
る
協
力
金
の
支
給
そ
の
他
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
施
策
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政

上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
事
業
者
に
対
す
る
支
援
等
） 

第
六
十
三
条
の
二 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

  

（
国
の
財
政
上
の
措
置
等
） 

第
七
十
条 

〔
略
〕 

２ 

国
は
、
前
条
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
施
策
を
支
援
す
る
た
め
に

必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

  
 



  

一
五 

○ 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
第
一 
第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲

げ
る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

法
律 

事
務 

（
略
） 
（
略
） 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染

症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
） 

第
三
章
（
第
十
二
条
第
六
項
、
同
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十

四
条
、
第
十
四
条
の
二
並
び
に
第
十
六

条
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
十
八
条
第

五
項
及
び
第
六
項
、
第
十
九
条
第
二
項

及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
条
第
六
項

及
び
第
八
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
四

条
の
二
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲

げ
る
法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と

す
る
。 

法
律 

事
務 

（
略
） 

（
略
） 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染

症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
） 

第
三
章
（
第
十
二
条
第
六
項
、
同
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十

四
条
、
第
十
四
条
の
二
並
び
に
第
十
六

条
を
除
く
。
）
、
第
四
章
（
第
十
八
条
第

五
項
及
び
第
六
項
、
第
十
九
条
第
二
項

及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
条
第
六
項

及
び
第
八
項
（
第
二
十
六
条
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
四

条
の
二
（
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九



  

一
六 

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
の
三
、

第
二
十
六
条
の
四
、
第
三
十
二
条
、
第

三
十
三
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第

一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
同
条
第
八

項
及
び
第
九
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定

医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び

第
七
項
、
第
四
十
四
条
の
三
の
二
、
第

四
十
四
条
の
五
、
第
八
章
（
第
四
十
六

条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
条
第

十
項
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
並
び
に
第
五
十
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
を
除

く
。
）
並
び
に
第
十
章
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
又
は
保
健
所
設
置
市
等
が
処
理

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
を
除
く
。
）
、
第
二
十
六
条
の
三
、

第
二
十
六
条
の
四
、
第
三
十
二
条
、
第

三
十
三
条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第

一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
、
同
条
第
八

項
及
び
第
九
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定

医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び

第
七
項
、
第
四
十
四
条
の
五
、
第
八
章

（
第
四
十
六
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、

第
五
十
条
第
十
項
、
同
条
第
十
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
三
第
四

項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
第
五
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
章
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
又
は
保
健
所
設
置
市

等
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事



  

一
七 

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

（
略
） 

（
略
） 

 

務 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

  
 



  

一
八 

○ 

保
健
所
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
事
業
等
に
伴
う
経
理
事
務
の
合
理
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
七
条
関
係
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
保
健
所
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
事
業
等
に
伴
う

経
理
事
務
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の

患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
五
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
（
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）
が
支

弁
す
る
費
用
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
費
用
に
対
す
る
同
法
第
六
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
に
つ
い
て
、
そ
の
経
理
に
関
す
る

特
例
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
保
健
所
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
事
業
等
に
伴
う

経
理
事
務
の
合
理
化
に
資
す
る
た
め
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の

患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
五
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
（
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）
が
支

弁
す
る
費
用
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
費
用
に
対
す
る
同
法
第
六
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
に
つ
い
て
、
そ
の
経
理
に
関
す
る

特
例
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

  


